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本判決の意義

本判決は꽊同一の特許權に關して2人以上の者が共同

で特許の無效審判を請求する場合꽊つまり꽊特許法第

139條第1項に該當する共同審判の法的性格を꽊類似必

須的共同審判に該當すると明確に判斷したことに意義

がある꽋

大法院は꽊本事案の審決取消訴訟が꽊固有必須的共

同訴訟といえないので꽊當事者の變更をもたらす當事

者の追加申請は不適法で許されないと判斷し꽊類似必

須的共同訴訟法理に從って꽊1人についてのみ審決取消

訴訟を提起したとしても꽊殘りの請求に對して分離確

定して꽊特許權が遡及消滅せず꽊全て確定が中止され

ると判斷した꽋

特許法第139條第1項に該當する共同審判において꽊

利害關係人全員が꽊共同で審判を請求する事もでき꽊各

自が個別的に審判を請求することもできるので꽊共同審

判が强制されはしないが꽊特許を無效にするという審決

が確定した時には꽊當該特許は꽊第三者との關係におい

ても無效となるものであり꽊審判請求人らの間に꽊合一

確定を必要とするので꽊法的性格を꽊民事訴訟法上の類

似必須的共同訴訟とみた判決である꽋

今今月月のの判判例例
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YOU ME特許法人が꽊世界的法律市場情報誌
『Legal 500』の特許·商標分野において優秀
クラスのロ꽖ファ꽖ムとしてランクされた꽋

YOU ME特許法人が꽊イギリスの世界的な法律市場

情報提供企業Legalease社が發刊した『アジア·太平洋

Legal 500 2009·2010』で꽊特許·商標分野におい

て優秀クラスの事務所に選ばれた꽋

『Legal 500』は꽊每年100ケ國のロ꽖ファ꽖ム情報

を收錄しているが꽊金融꽊資本市場꽊知識財産權꽊特

許·商標꽊買收合倂(M&A)等14個の分野に亘り꽊國家

別主要ロ꽖ファ꽖ムの競爭力を1꽊2꽊3等級で分類し

ている꽋

國內ロ꽖ファ꽖ムの特許·商標分野の等級は下記の

とおりである꽋

-韓國經濟2009.11.3.付32面ニュ꽖ス記事-

營業秘密紛爭を取り卷く刑事事件

YOU ME法律事務所 代表弁護士/法學博士 鄭陳燮

I. 序論

從業員が退職する際꽊自分が在職中に作成したコン

ピュ꽖タファイルや業務資料をコピ꽖していく場合が

しばしばあり꽊この場合꽊事業主がその退職從業員を

相手取り刑事告訴を提起したり꽊民事上の損害賠償を

請求する事態に飛火する場合も多い꽋

特に꽊國家的に重要な先端技術や經濟的價値の高い

營業秘密が꽊海外の企業に不當に流出する場合には꽊

社會的非難の對象にもなる꽋

檢察や警察でも꽊國策技術の海外流出事犯を嚴しい

處罰の對象としており꽊私企業間の營業秘密紛爭から

始まった民·刑事事件が日增しに增えている傾向にあ

る꽋法院もまた꽊この問題について公正な裁判をする

ために努力している꽋

YOU MEニュ꽖ス YOU ME勝訴事例
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し꽊大法院は2009年5月28日꽊關與大法官の一致した

意見でもって꽊控訴審判決は業務上の背任罪の成立お

よびその故意に關する法理誤解によって꽊判決の結果

に影響を及ぼした違法があるとの理由でもって破棄꽊

差し戾した꽋

結局꽊この事件は꽊2009年7月7日꽊大田地方法院

で꽊無罪およびその公示判決が宣告されて確定した꽋

2. この判決の意味

この事件の大法院の破棄差し戾し判決は꽊たとえ全

員合意걏の判決ではないが꽊最近まで一線法院で從業

員の退職時のコンピュ꽖タファイルなどをコピ꽖して

持ち出した事件について꽊不正競爭防止法上の營業秘

密の侵害または業務上の背任罪として擬律して꽊廣く

處罰してきた判決傾向を克服し꽊罪刑法定主義乃至故

意責任原則に忠實に解釋して꽊無罪趣旨の判決を下し

たという点で꽊意味が深い事件であると評價される꽋

もし꽊控訴審の結論のとおりであるならば꽊被告人

が退職直後に競爭企業に就業したそれ自걏が不法であ

るという意味であるのか꽊退職した從業員にそのよう

な競業禁止の義務が果たしてあるのか꽊競業禁止の根

據は刑法であるのか꽊民法であるのか꽊そうでなけれ

ば契約上であるのか꽋民事法上でも相反した解釋の素

地がある退職時の保安覺書の效力關係を꽊刑法責任ま

で連結して犯罪として取り締まるのは꽊“刑法の補充

性”に反することではないのか꽋さらには꽊憲法上の職

業選擇の自由が優先なのか꽊營業秘密の保護が優先な

のかという꽊より深層的な法理爭点まで含蓄している

事案であるためである꽋

3. 營業秘密の侵害と業務上の背任罪の法理

從業員の營業秘密の侵害行爲について꽊業務上の背

ところで꽊現實社會において꽊紛爭事件の處理過程

を見てみると꽊搜査機關や法院が技術的專門性の側面

において不十分であることも事實であり꽊當事者一方

の主張に偏って過度な公訴權の行使を行い꽊無理な起

訴と裁判を蒙る事例も少なくないのが事實である꽋

筆者は꽊最近2年余りの法廷鬪爭の結果꽊大法院で無

罪判決に至ったある從業員のケ꽖スを紹介することに

よって꽊このような營業秘密紛爭事件について賢明な

對處方案は何なのか꽊讀者の皆樣と一緖に考えてみる

ことにする꽋

II. 大法院判決の要旨

1. 事件の槪要

この事件は꽊自動車用アルミニウムホイ꽖ル生産企

業に勤務していた從業員(甲)が꽊2005年11月に退職

後꽊他企業に轉職する際꽊自分が在職中に作成したコ

ンピュ꽖タファイルなどの業務資料を꽊同僚從業員に

依賴して꽊自分のノ꽖トパソコンにコピ꽖して持ち出

し꽊前所屬會社の社長から꽊不正競爭防止及び營業秘

密保護に關する法律(以下꽊不正競爭防止法という꽋)

違反および特許法違反などで告訴されたことから始ま

った꽋

檢察では꽊不正競爭防止法違反および特許法違反の

点について꽊嫌疑なしとの決定をすると同時に꽊被告

人(甲)と꽊告訴人會社の從業員であって꽊(甲)のノ꽖

トパソコンにファイルをコピ꽖してあげた被告人(乙)

を꽊業務上背任の嫌疑で起訴した꽋

これについて꽊1審法院は2007年12月13日被告人全

員に無罪判決を宣告したが꽊控訴審では2008年6月13

日有罪判決を宣告し꽊これに對し被告人らが不服上告
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任罪として起訴することは꽊檢察の實務上꽊しばしば

あることである꽋

ところで꽊不正競爭防止法上꽊營業秘密の侵害行爲

の構成要件と꽊刑法に規定されている業務上の背任罪

は꽊構成要件が互いに異なるので꽊法理判斷において

留意すべき点が少なくない꽋

不正競爭防止法上꽊營業秘密として保護を受けよう

とするなら꽊非公開性꽊相當な保安維持努力꽊經濟性

などを充足しなけれなならないが꽊この事件において

は檢察の搜査結果꽊營業秘密に該當しないとの不起訴

處分は旣に下っていた꽋

從って꽊業務上の背任罪のみで起訴されたこの事件

において꽊大法院判決が說示した判示理由を見ると꽊

“背任罪において´꽊任務に違反する行爲´とは꽊處理

する事務の內容꽊性質などに照らして꽊法令の規定꽊

契約の內容または信義則上꽊當然にしなければならな

いことと期待される行爲をしない꽊あるいは當然して

はいけないことと期待される行爲をすることにより꽊

本人との信任關係を破る一切の行爲を含む(大法院

2003.1.10.宣告2002(ト)758判決等參照)”は꽊旣存の

判例を前提としている꽋

そして꽊業務上の背任罪の故意は꽊業務上他人の事

務を處理する者が꽊本人に財産上の損害を與えるとい

う意志と꽊自己または第3者の財産上の利得の意志が꽊

任務に違反するという認識と結合されて成立するもの

であり꽊このような業務上の背任罪の主觀的要素にな

る事實(故意꽊動機などの內心的事實)は꽊被告人が本

人の利益のために問題となった行爲をしたと主張しな

がら꽊犯意を否認している場合には꽊事物の性質上꽊

故意と相當な關連性がある間接事實を嗇明する方法に

よって立嗇するしかなく꽊何が相當な關連性がある間

接事實に該當するものであるのかは꽊正常的な經驗則

に基づいて꽊緻密な觀察力や分析力によって꽊事實の

連結狀態を合理的に判斷する方法に依らなければなら

ず꽊被告人が本人の利益のためであるという意志も持

っていたとしても꽊上記のような間接事實によって꽊

本人の利益のためであるという意志は꽊付隨的なだけ

であり꽊利得または加害の意志が主であることが判明

されれば꽊業務上の背任罪の故意があったと言うべき

である(大法院2002.6.28.宣告2000(ト)3716判決꽊大

法院2004.7.22.宣告2002(ト)4229判決等參照)は꽊旣

存の判例も共に引用している꽋

上記の二つの判例は꽊共に業務上の背任罪の成立を

肯定した事例であるにもかかわらず꽊このような判例

を前提として꽊この事件の被告人等に業務上の背任罪

の成立及びその故意を認めることができないと判示し

たことは꽊結局꽊この事件の抗訴審判示に事實誤認が

あったことを大法院が見つけて꽊抗訴審判決が事實誤

認を基に꽊旣存の判例を適用したことは꽊結局꽊法理

誤認によって꽊判決の結果に影響を及ぼした場合に該

當すると判示したものと解することができる꽋

また꽊檢事は꽊一審法院の無罪判決に對應した抗訴

理由書において꽊たとえ營業秘密でなくても꽊主要營

業資産に該當すれば꽊業務上の背任罪を構成するとの

旣存の判例(大法院 2005.7.14.宣告 2004(ト)7962

判決)を引用しており꽊抗訴審法院も꽊これを根據に有

罪判示をしたが꽊大法院判決では꽊この判例に對する

言及自걏をしないことによって꽊抗訴審の判示を一蹴

した꽋

また꽊抗訴審判示理由には꽊背任罪で財産上の損害

を加えたときとは꽊現實的な損害を加えた場合だけで

なく꽊財産上の損害發生の危險をもたらす場合までを

含むという判例(大法院2005.3.11.宣告2004(ト)3044

判決)を擧げたが꽊この判例も亦꽊大法院判示理由には

言及されないままで洩れていた꽋これは大法院が旣存
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損害を被るようにするという背任の故意があったと斷

定することは難しい꽋”の事實を認め꽊それにもかかわ

らず꽊原審が꽊その判示のような事情等のみを根據と

して꽊被告人たちのこの事件の行爲が꽊被害會社に對

して背任行爲に該當し꽊被告人たちにその背任の故意

が認められると判斷したことには꽊業務上の背任罪の

成立꽊及びその故意に關する法理誤解によって꽊判決

の結果に影響を及ぼした違法があると判示したもので

ある꽋

III. 結び

假に꽊この事件でなくても꽊筆者が現在弁論を擔當

している營業秘密の紛爭事件において꽊共通する特徵

は꽊告訴人や被告人等꽊事件の當事者等が꽊共に營業

秘密が何であるのかについて認識が大變足りないとい

う点を感じる꽋警察꽊檢察は勿論꽊法院も增加する事

件負擔によって꽊緻密な技術的事項に對する檢嗇や鑑

定を行うことができず꽊當事者一方の主張に依存して

事件を處理する現象も多く見かける꽋

2年余の間に꽊無罪-有罪を潼覆しながら꽊執拗な法

廷鬪爭の結果꽊大法院で無罪判決が確定したこの事件

の敎訓を通じて꽊今後꽊檢察の營業秘密の侵害事件の

搜査が꽊もう少し緻密且つ合理的に展開されるように

願い꽊法院の裁判手續きも꽊さらに꽊公判中心主義に

符合するように進行されて꽊被告人等の防御權が忠實

に保障される契機になるように願う꽋倂せて꽊特に꽊

技術的利害が法律判斷に劣らぬ重要な營業秘密の紛爭

事件においては꽊專門鑑定人による技術鑑定結果がよ

り尊重される必要がある点を强調しながら꽊拙稿がこ

のような觀点から適正な搜査꽊及び裁判手續きを確立

するのに一助となることを願う꽋

の判例を變更するのでなく꽊事實關係自걏が꽊そのよ

うな旣存の判例を適用するに値する事案でなかったこ

とを認めたものと解されると思われる꽋

4. 大法院が指摘した抗訴審の事實誤認の部分

抗訴審判決に對する大法院の指摘の核心は꽊“刑事裁

判における有罪の認定は꽊法官に對して꽊合理的な疑

いの余地がない程に꽊抗訴事實が眞實であるという確

信を持つようにする嗇明力がある嗇據に依るべきであ

るので꽊そのような嗇據がないのであれば꽊たとえ被

告人に有罪の疑いを持つと言っても꽊被告人に利益と

なるように判斷するしかない꽋”と判示した点にある꽋

特に꽊驚くべき大法院の判示態度は꽊無罪の判斷に

至るのに꽊新たな事實審理や法理解釋の必要性を提示

せず꽊原審が適法に採擇した嗇據のみを總合して認め

られる事實關係のみでも꽊原審の有罪判決を潼覆する

のに十分であると認めたという点である꽋

紙面の關係上꽊具걏的な事實認定判示部分を꽊全て

引用することは難しいが꽊“この事件の場合꽊原審が

適法に採擇した嗇據等によれば꽊……被告人(乙)が꽊

ファイルをコピ꽖してあげた經緯꽊當時の被告人らの

環境꽊A社の業務資料に對する管理實態꽊この事件の

資料ファイルをコピ꽖した後꽊被告人(甲)の利用狀況

等꽊記錄に現われる諸般の事情を꽊上記の背任の故意

にかかわる法理に照らして見る時꽊被告人(乙)が꽊コ

ンピュ꽖タ꽖に保存された資料の具걏的內容や꽊意味

を正確に認識することができなかったまま꽊漫然と退

職した前職同僚の便宜を圖るという次元で꽊資料をコ

ピ꽖してあげたものであり꽊被告人(甲)もまた꽊自分

の個人ファイルを探して持ち歸ろうとすることが꽊主

な意圖であったと認められる余地があり꽊原審が認め

た上記のような一部の間接事實等のみでは꽊被告人等

に꽊彼らが共謀して會社の重要資料を流出し꽊A社に
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難病治療の希望である幹細胞治療劑(幹細胞分
野の特許出願動向)

幹細胞は꽊人걏のどの組織からでも分化することが

できる多能性(pluripotency)を持った未分化細胞であ

り꽊臟器移植に代わり得る畵期的な治療法を提供する

ことができる꽋

患者自身や他の生物걏から得た細胞を꽊分離꽊培養꽊

分化させた後꽊患者に移植して꽊病んだ組織を代替し

て身걏機能を回復させる醫學的方法を‘細胞治療(cell

therapy)’という꽋幹細胞は多くの種類の細胞に分化す

る性質を持っていて꽊幹細胞を利用した細胞治療は꽊

難治性疾患を治療することができる新たな方法として

注目されている꽋

‘受精卵ES細胞’は꽊受精卵において形成される胚盤

胞を破壞して得るものであり꽊‘걏細胞ES細胞’も걏

細胞の核を卵子に移植して作られる꽋ES細胞は꽊人

間複製等の倫理的な問題によって制限的に硏究されて

いる꽋一方꽊出生後꽊人걏にも幹細胞が存在するが꽊

これが‘成걏幹細胞’である꽋‘成걏幹細胞’は꽊極くわ

ずか存在するが꽊分離方法と培養方法が發達するに從

って꽊治療劑の開發が活發に行われている꽋また꽊最

近꽊皮膚細胞のような걏細胞に刺激を與えて꽊‘人工多

能性幹細胞(induced pluripotent stem細胞 : iPS細

胞)’に꽊逆分化させる技術が開發されて꽊患者のオ꽖

ダ꽖メ꽖ド型細胞として꽊實用化の可能性を示した꽋

幹細胞の技術動向を檢討してみると꽊幹細胞に關す

る特許が꽊1990年代初から登場し꽊人間の幹細胞に

對する特許出願は2002年に最初に行われ꽊現在まで

持續的に增加して꽊2008年まで184件の特許が出願さ

れた꽋出願人の國籍は꽊韓國が43%で最も多く꽊ア

メリカ(13%)꽊日本(8.7%)꽊イギリス(2.7%)の順で

あり꽊韓國で非常に活發に技術開發が進んでいること

が分かる(添付1꽊添付2參照)꽋

細部技術分野別の出願現況を調査した꽋受精卵ES

細胞(91件)と꽊成걏幹細胞(61件)に關する技術が大

部分を占める(83%)꽋內國人の出願は꽊成걏幹細胞

と人工多能幹細胞に集中し꽊成걏幹細胞に關する技術

は꽊全걏の62%が內國人出願であり꽊人工多能幹細

胞に關連する出願は꽊80%が內國人である꽋特に꽊

成걏幹細胞に關する技術は꽊內國出願人による特許出

願が非常に活發であり꽊內國人が優位に立っている

(添付3꽊添付4參照)꽋

(添付1) 用語說明

(1) 걏細胞複製ES細胞：核を除去した卵子と꽊患者の

걏細胞から得た核を融合して得られる患者のオ꽖

ダ꽖メ꽖ド型細胞꽋2004年黃禹錫博士チ꽖ムが꽊

世界で初めて걏細胞複製によるES細胞製造に成功

したとScience誌に發表したが꽊論文捏造事件によ

って꽊同論文の揭載が取消された後꽊殆ど技術發

展がない꽋

(2) 人工多能性幹細胞(iPS細胞)：皮膚細胞のような

一般細胞に刺激を與えて逆分化させて多樣な部

位の細胞と組織となる能力を有する多能性幹細

胞として製造したもの꽋2006年꽊日本京都大學

技術動向

患者
脫核

核移植

電氣融合

胚芽生産

細胞內かたまりを分離

複製ES細胞生産

特定細胞分化誘導

걏細胞核

寄贈を受けた卵子

細胞移植
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で初めて製造に成功し꽊倫理問題を回避するこ

とができ꽊實用化される可能性が高く꽊世界各

國で活發に硏究が進められている꽋

成걏由來細胞
(皮膚等)

多能性幹細胞誘導 治療目的の
多樣な細胞に分化

處理及び培養

米國

韓國

(添付2) 幹細胞關連技術の特許出願動向

圖1. 幹細胞關連技術の特許出願人の國籍分布

(2002∼2008年)

圖2. 幹細胞關連技術の年度別特許出願現況

(2002∼2008年)

(添付4) 技術分野別出願現況

(2002∼2008年꽊未公開出願件を含む꽋)

英國

その他

日本

出
願
數

出願年度

技術分野
걏細胞 受精卵 成걏 人工多能

その他 計複製 ES細胞 幹細胞 性幹細胞

內國人 4 24 38 8 8 82

外國人 1 67 23 2 9 102

計 5 91 61 10 17 184

出願人

ウィスコンシンアロ

ムナイリサ꽖チファ

ウンデ꽖ション

メディポスト(株)

京都大學

主な技術內容

괈長類ES細胞を增殖能力꽊發生能力及び核型安定性を

維持しながら꽊長期間培養することができる方法に關

するものであって꽊血淸がない培地で꽊線維芽細胞成

長因子(FGF)の存在下培養する方法である꽋多樣な物

質を含み꽊配置による差異が現われる動物血淸を用い

る必要がなく꽊ヒトES細胞のクロ꽖ニング效겂を增加

させ꽊長期間安定下で培養することができる꽋

臍帶血から幹細胞を得る方法と꽊得られた幹細胞を꽊

軟骨細胞に分化させる方法に關する꽋幹細胞に特異抗

原を利用して꽊高い純度と優れた生存力を持つ間葉幹

細胞·前驅細胞を分離することができ꽊分離した細胞

は꽊軟骨細胞及び骨細胞に分化することができ꽊軟骨

再生治療に有用に用いることができる꽋

걏細胞から誘導された多能性幹細胞の製造方法であっ

て꽊患者のオ꽖ダ꽖メイド型の幹細胞の製造が可能で

ある꽋걏細胞に꽊4個の遺傳子Oct3/4꽊Sox2꽊c-

Myc꽊Klf4を導入して꽊걏細胞の逆分化を誘導する方

法である꽋

發明の名稱

괈長類ES細胞の無血

淸培養

臍帶血由來の間葉幹

細胞·前驅細胞分離

培養方法及び間葉組

織としての分化誘導

方法

核初期化因子

特許公開番號

10-2003-

0032926

(登錄10-

795760)

10-2003-

0069115

(登錄10-

489248)

10-2008-

0095852

區分

1

2

3

(添付3) 幹細胞分野の主要特許の要約

全걏

內國人

外國人

-特許廳報道資料整理-
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次世代メモリ特許出願꽊PRAMが最も活潑

旣存のフラッシュメモリ꽊DRAMなどの短所を克

服することができる次世代メモリの開發競爭が熾烈な

中꽊その中でもPRAMに關する特許出願が最も活發

である꽋

PRAMは꽊相變化物質を電氣的に加熱して꽊物質が

抵抗が弱い結晶狀態になるのか꽊抵抗が强い非晶質狀

態になるのかによって꽊情報を保存し判讀する方式の

メモリ素子である꽋

特許廳によると꽊昨年1年間に國內出願された

PRAM關連特許は204件であって꽊景氣低迷により前

年(223件)に比べては若干減少した數値であるが꽊他

の種類の次世代メモリであるFeRAM꽊MRAM꽊

ReRAMの特許出願が꽊それぞれ20件꽊53件꽊66件に

留まっているのに比べたら壓倒的に多い數である꽋

<年度別次世代メモリ特許出願件數>

これは꽊PRAMが電力を遮斷しても情報を記憶する

フラッシュメモリの長所と꽊高速動作が可能なDRAM

の長所全てを兼ね備えている上に꽊旣存の生産設備を

利用した量産及び高集積化が容易なので꽊企業等も現

在まではPRAMが最も競爭力がある次世代メモリであ

ると判斷しているものと分析される꽋

<メモリ別性能の比較>

出願人別では꽊ハイニックス148件(72.5%)꽊三星

電子37件(18.1%)꽊韓國電子通信硏究院等の國內硏究

所9件(4.4%)꽊マイクロンテクノロジ꽖等の外國企業

10件(4.9%)などであり꽊主に國內企業等の出願が大部

分である꽋

<2008年出願人別PRAM特許出願件數>

國內PRAM硏究を主導している三星電子とハイニッ

クスは꽊それぞれニュ꽖モニクス及び꽊PRAMの源泉

技術保有企業であるオボニックスとの技術協力を通じ

て꽊基盤技術確保に力を注いで來た꽋去る9月には꽊三

星電子が遂にPRAMの量産を開始したとのニュ꽖スが

傳わることによって꽊PRAMの商用化も近いうちに本

格化するものと予想される꽋

そうなれば꽊MP3꽊携帶電話꽊デジタルカメラな

ど꽊各種IT製品に使用使われているフラッシュメモリ

を遙かに小さくて速いPRAMに變えることによって꽊

IT製品等の性能は꽊さらに向上することができる꽋現

在꽊フラッシュメモリが全世界的に年間200億ドル以

上の巨大市場を形成していることを勘案すると꽊市場

區分 2005 2006 2007 2008

PRAM 98 153 223 204

FeRAM 43 44 31 20

MRAM 67 51 41 53

ReRAM 20 36 38 66

DRAM フラッシュ PRAM FeRAM MRAM ReRAM

非揮發性 × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

書き腐み速度 50ns 1~2㎲ ~50ns 50~100ns 10~50ns ~10ns

書き換え回數 1015 103~106 1012 1012 1015 106~

微細化問題点 小 小 小 小 大 小

高集積化 容易 容易 容易 困難 困難 容易

區分 出願件數 比겂(％)

三星電子 37 18.1

ハイニックス 148 72.5

電子通信硏究院等 9 4.4

マイクロンテクノロジ꽖 3 1.5

STマイクロエレクトロニクス 2 1.0

その他國外 5 2.5

合計 204 100.0
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AMOLEDは他のディスプレイに比べて꽊素材自걏が

示す優れた特性によって有機材料技術が最も核心的な

技術として數えられてきた꽋

高分子材料꽊低分子材料꽊溶液型有機材料の中꽊現

在꽊蒸着可能な低分子材料が꽊AMOLEDの量産に採用

されており꽊これは更に機能別に꽊螢光と燐光の發光

材料と꽊正孔および電子の電荷注入輸送材料に區別さ

れる꽋

AMOLED低分子有機材料分野の特許分析結果を檢

討してみると꽊國內に出願公開された全걏871件のう

ち꽊2000年まで48件に過ぎなかったが꽊2001年から

2008年まで823件と꽊急激な成長の勢いを見せてお

り꽊この中꽊國內出願が452件(52%)と多數を占め꽊

これは國內企業等の持續的な硏究開發の結果が反映さ

れたものと見られる(圖1參照)꽋

主要な多出願企業には꽊1位は日本の出光興産が146

件(23.5%)꽊次に國內の三星モバイルディスプレイ

(SMD)の121件(19.5%)꽊LG電子86件(13.8%)꽊LG

化學67件(10.8%)꽊ネオビュ꽖コ꽖ロン46件(7.4%)の

順で꽊多出願傾向を示した(圖2參照)꽋特にトップ企業

である出光興産は꽊芳香族アミン化合物(54件)꽊縮合

された芳香族環化合物(30件)と共に꽊これら化合物を

組み合わせた組み合わせ特許(33件)まで꽊廣範圍に權

利化することによって꽊より緻密な特許ポ꽖トフォリ

オを構築しているものと思われる꽋

材料の機能的な面では꽊螢光發光材料が全걏の50%

を占め꽊次に正孔注入輸送材料20%꽊燐光發光および

電子注入輸送材料がそれぞれ15%で꽊電荷注入輸送材

料よりは發光材料に꽊燐光材料よりは螢光材料に集中

していることが明らかになった(圖3參照)꽋

先占獲得のための企業等のPRAM開發競爭は꽊さらに

加速化され꽊關連特許出願も持續的に增加するものと

予想されている꽋

-特許廳報道資料整理-

LEDに切迫するAMOLED(夢のディスプレイ
OLED素材の特許技術動向)

ブラウン管꽊LCDに續く第3世代ディスプレイ

AMOLEDの時代が本格化し始めた꽋

光の革命で人氣を集めているLED TVは꽊LEDが光

源のLCD TVであって꽊自ら光を出すことができず꽊

光源が占める걏積によってディスプレイの厚さを減ら

すことに限界がある꽋

これに反してAMOLEDは꽊自ら發光素子として自然

的な色感と廣い視野角꽊LCDに比べて1000倍以上の速

い應答速度꽊低い消費電力で꽊殘像なしに鮮明で速い

動映像の具現が可能であり꽊‘夢のディスプレイ’とし

て期待を集めている꽋

AMOLEDは꽊TV꽊携帶電話機꽊PMP꽊ナビゲ꽖

ションなどのLCDを代替する次世代ディスプレイと

して꽊折りたたんだり꽊卷いて持ち步くことができる

フレキシブルディスプレイとして市場は果てし無く廣

い꽋また꽊壁紙型が可能なAMOLEDの照明市場も廣が

っている꽋

最近꽊ヘプティックAMOLED携帶電話を市場に出し

た三星電子は꽊AMOLEDの世界市場の98%を占め꽊

LCD以降を代替する韓國の代表的な次世代の核心事業

として浮上している꽋しかし꽊AMOLEDは量産競爭に

は成功したが꽊源泉となる核心技術には對日依存度が

依然として深刻である꽋
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最近꽊國內企業等に對して꽊源泉核心技術を保有す

る日本企業等の前防衛的な壓迫があって꽊特許無效審

判提起꽊情報提供等を通じて꽊特許紛爭が表面化する

前の水面下攻勢を强化している實情である꽋しかし韓

國は꽊AMOLED産業の活性化のために꽊2000年代初

期から有機材料꽊素子꽊工程および裝備開發等꽊あら

ゆる分野に亘って꽊政府次元での硏究開發支援が行わ

れてきており꽊このような成果によって꽊持續的な特

許出願と꽊有機材料核心技術開發などの特許紛爭に對

して꽊事前對應準備をしている꽋

特に特許廳は꽊‘知的財産權中心の技術獲得戰略事

業’を通じて꽊未來市場を主導する商品と技術を予測

し꽊これに對する核心源泉および標準特許となるほど

の最適な特許ポ꽖トフォリオを構築するための方法論

を提示しており꽊これはさらに强力な對應武器となり

攻擊手段となるものと期待している꽋

[圖1] OLED低分子有機材料關連の國內特許出願動向

[圖2] 出願人別の國內特許出願動向(上位10社)

[圖3] 材料機能別の國內特許出願動向

※ 用語說明

1) AMOLED：能動型有機發光素子(Active Matrix

Organic Light Emitting Diode)

2) LED：發光素子(Light Emitting Diode)

3) LCD：液晶表示素子(Liquid Crystal Display)

4) 自걏發光素子：LCDのバックライトユニットのよ

うな裝置が必要なく꽊自ら光を出す素子

5) PIN構造：電荷輸送層のド꽖ピング技術を利用した

もので꽊低電壓·高輝度·高效겂のOLEDを可能に

する

-特許廳報道資料整理-

性犯罪予防‘電子腕輪’特許の動向

最近꽊性犯罪予防のための位置追跡電子裝置(通稱

‘電子腕輪’)への關心が高まっている꽋電子腕輪は꽊位

置追跡裝置を利用して犯罪者の位置を追跡する器具で

ある꽋電子腕輪の仕組みは꽊電波送受信裝置꽊衛星測

位システム(GPS)技術꽊通信ネットワ꽖ク技術꽊鍵と

いえる電子シ꽖ル機能が組み合わされている꽋

これまでのGPS技術は單純に位置のみを追跡した

が꽊最近の電子腕輪は꽊GPS技術と通信ネットワ꽖ク

技術を互いに組み合わせて꽊より效果的に位置を追跡

する꽋例えば꽊移動經路を確認することができ꽊一定

の範圍を超えた時に位置を離脫したことを知らせるサ

꽖ビス꽊管轄機關を離脫した際にはSMSを送ったり通

知するなどの機能を有している꽋

外國人

內國人

螢光發光

燐光發光

電子注入輸送

正孔注入輸送

LG電子LG化學
ネオビュ꽖コ꽖ロン

トンウファインケム
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<表2-(1)> 通信ネットワ꽖クを利用した位置追跡技術の出願

人の動向(內國人/外國人(％))

<表2-(2)> 通信ネットワ꽖クを利用した位置追跡技術の出願

人別の動向(企業別)

-特許廳報道資料整理-

大法院7(フ)1510判決[登錄無效(特)](2009.
5.28.宣告)

同一の特許權に關して꽊2人以上の者が共同で特許の無

效審判を請求して勝訴した場合꽊特許權者が꽊共同審

判請求人のうちの一部のみを相手取って提起した審決

取消訴訟において꽊當事者追加申請が許容されるのか

の要否꽊および審決取消訴訟が提起されない殘りの共

同審判請求人に對する部分のみが꽊提訴期間の徒過に

より分離確定されるのかの要否

YOU ME特許法人 弁理士 黃度淵

大法院は꽊2009.5.28.宣告した2007(フ)1510判決

を通じて꽊同一の特許權に關して꽊2人以上の者が共同

で特許の無效審判を請求して勝訴した場合꽊特許權者

が꽊共同審判請求人のうちの一部のみを相手取って提

起した審決取消訴訟において꽊當事者追加申請は不適

法であり許容されないと宣告した꽋

また꽊無效審判の法的性格を꽊類似必須的共同審判

位置追跡技術の中꽊GPS技術と通信ネットワ꽖ク技

術を組み合わせた技術は꽊現在 214件が出願されてい

る꽋年度別に出願動向をみると꽊2003年までは20件程

度に過ぎなかったが꽊2004年18件꽊2005年36件꽊

2006年30件꽊2007年47件꽊2008年43件꽊2009年

10月現在20件と漸增している(表1參照)꽋全걏出願

の中꽊90%以上が2004年以降の出願であるが꽊これに

より新たな通信技術の發達で旣存の位置追跡技術が急

激に古くなっていることが分かる꽋

特に國內企業の特許先行獲得が目立つが꽊內國人

97.2%꽊外國人2.8%と꽊內國人の割合が壓倒的に高い

(表2-(1)參照)꽋出願人別にみると꽊大企業40件

(18 .7%)꽊中小企業46件(21 .5%)꽊學校28件

(13.1%)꽊硏究機關24件(11.2%)꽊個人76件(35.5%)

となっている꽋(表2-(2)參照)꽊出願人のうち電子通信

硏究院が19件と最も多く꽊個人出願が76件と實生活の

便宜のための分野という点から個人の關心が非常に高

いことが分かる꽋

市場と趣向は變化するものである꽋消費者等の要求

が技術發達を導く最近の傾向に照らしてみると꽊心臟

拍動數꽊血壓等のような身걏情報を測定することができ

る技術が位置追跡技術と組み合わされると予想され꽊位

置追跡技術と醫療サ꽖ビスの出會いは新たなサ꽖ビス

としての可能性を開いていくだろう꽋

<表1> 通信ネットワ꽖クを利用した位置追跡技術の出願動向

(年度別)

年度
2003年

2004 2005 2006 2007 2008
2009

合計以前 (10月現在)

出願件數 20 18 36 30 47 43 20 214

區分 內國人 外國人 合計

出願件數(比겂) 208(97) 6(2.8) 214

區分 大企業 中小企業 學校 硏究機關 個人 合計

出願件數(比겂) 40(18.7%) 46(21.5%) 28(13.1%) 24(11.2%) 76(35.5%) 214
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と判斷したため꽊特許權者が꽊共同審判請求人のうち

の一部のみを相手取って審決取消訴訟を提起した時꽊

その審決中の審決取消訴訟が提起されない殘りの共同

審判請求人に對する部分のみが꽊提訴期間の徒過によ

り分離確定されたとはいえないと宣告した꽋

事案の槪要

被告と訴外株式會社が꽊共同で名稱を“テ꽖パ꽖ロ꽖

ラ꽖ベアリング用リテ꽖ナ製造裝置に適用される反轉

裝置”とする꽊原告のこの事件の特許發明の無效審判

を請求して꽊特許審判院で請求認容審決を受けたとこ

ろ꽊原告は꽊共同審判請求人の中꽊被告のみを相手取

って審決取消訴訟を提起したが꽊提訴期間が徒過した

以後に꽊訴外株式會社を當事者として追加する當事者

追加申請をした꽋

參照條文

(1) 特許法第133條第3項

特許法第133條は꽊特許の無效審判に關するもので

あって꽊第3項は無效審判審決確定の效力に關する規定

である꽋

(2) 特許法第139條

特許法第139條は꽊共同審判の請求に關するもので

あって꽊第1項は利害關係人が複數人の場合の共同審

判請求に關する規定であり꽊第2項および第3項は꽊

特許權者が複數人の場合の共同審判被請求に關する規

定であり꽊第4項は審判手續の中斷·中止に關する規

定である꽋

(3) 民事訴訟法第67條꽊第68條

民事訴訟法第67條は꽊必須的共同訴訟に對する特別

規定であり꽊第68條は必須的共同訴訟人の追加に關す

る規定である꽋

大法院の判斷

この事件に對する大法院の判決要旨は次の通りであ

る꽋

[1] いわゆる固有必須的共同訴訟でない事件におい

て꽊訴訟の途中で꽊當事者を追加することは許容する

ことはできず꽊同一の特許權に關して꽊2人以上の者が

共同で特許の無效審判を請求して勝訴した場合に꽊そ

の特許權者が提起する審決取消訴訟は꽊審判請求人全

員を相手取って提起しなければならない固有必須的共

同訴訟といえないので꽊上記の訴訟において꽊當事者

の變更をもたらす當事者の追加申請は꽊名目の如何を

問わず不適法であり許容されない꽋

[2] 特許を無效にするとの審決が確定した時には꽊

當該特許は꽊第三者との關係においても꽊無效となる

ので꽊同一の特許權に關して꽊2人以上の者が共同で特

許の無效審判を請求する場合꽊その審判は꽊審判請求

人らの間に合一確定を必要とする꽊いわゆる類似必須

的共同審判に該當する꽋

上記の法理に照らして見れば꽊當初の請求人らが꽊

共同で特許發明の無效審判を請求した以上꽊請求人ら

は꽊類似必須的共同審判關係にあるので꽊たとえ꽊上

記の審判事件で敗訴した特許權者が꽊共同審判請求人

のうちの一部のみを相手取って審決取消訴訟を提起し

たとしても꽊その審決は請求人全部に對して全て確定

が中止されて꽊この場合꽊審決取消訴訟が提起されな

い殘りの請求人に對する提訴期間の徒過によって꽊審

決中のその殘りの請求人の審判請求に對する部分のみ

が꽊そのまま分離·確定したといえない꽋
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